
 

 

 

 

 

個別登校になって３ヶ月が経ちました。お

かげさまで大きな事件事故もなく、また遅刻

も徐々に減ってきており、安心しております。

これも一重に、保護者の皆様、見守り隊の皆

様のご協力のおかげです。本当にありがとう

ございます。2004 年奈良県で小１女児が下

校中に起こってしまった悲しい事件をきっか

けに、全国で見守り活動が広がりました。登

下校中の児童に車が突っ込むという事件も

度々起きてしまいます。私たち大人は、こうい

った事件を忘れることなく、児童の安全を守り

続けることが大切です。学校では、決められ

た通学路を通っているか、友だちと誘い合っ

て登下校しているかなど、「安全教育」を徹底

してまいります。また、保護者の皆様も「なが

ら見守り」にご協力くださいますよう重ねてお

願い申しあげます。 

９日（水）から個人懇談会が始まっていま

す。１学期の様子について、短い時間ではあ

りますが、担任・担当と交流ください。子ども

たちの成長を認め、褒めることで、次への意

欲となります。よろしくお願いします。また、17

（木）の終業式までは給食喫食後の１３：２０

頃下校となります。下校後の生活についてご

家庭でも話し合っていただきたく存じます。 

 

 

 

 

「校長室だより６月号」で８つの熱中症予防

を示したところです。暑さが厳しい毎日が続

いており、さらなる熱中症対策をどうするべき

か、教職員で話し合いました。PTA実行委員

会でも話題に取り上げ、ご意見をいただきま

した。学校と家庭が同じ気持ちで、子どもの

健康や安全を守ろうと、内容を確認し、９日

付で手紙を配付、配信しました。お子様の健

康管理をよろしくお願いいたします。 

１学期も残すところあと４日です。学校行事

は１６日（水）「子ども平和の集い（8・6 集会）」

と１７日（木）の「終業式」を残すのみとなりまし

た。各学級は１学期のまとめとして、学習の

ふりかえりをしています。慌ただしい毎日で

はなく、計画的にゆとりをもって過ごしていき

ます。少し早いですが、１学期の教育活動に

ご理解とご協力に感謝申しあげます。ご家族

で楽しい夏休みをお過ごしください。 

 校 長  山内 太一 
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校長室だより１２月号

大阪市立高殿小学校              令和６年１２月１７日（火） 今月の生活目標 

ものを大切にしよう 
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夏休みの取り組み 

夏休みも高殿っ子はがんばります！！ 

〇夏がく ３，４年（7/22，23） 

〇夏がく ５，６年（7/22～２５） 

基礎学力の定着をめざして、各学級から

数名参加し、復習に励みます。（参加児童は

保護者様と確認しています） 

〇プール指導 ３～６年（7/22，23） 

課題克服に向けて練習します。（参加児童

は保護者様と確認しています） 

〇図書開放 全学年（7/22，23） 

今借りている２冊の本の返却や、新しく読

みたい本の貸し出しができます。 

〇にこにこお楽しみ会（7/24） 

インクルーシブ在籍児童と保護者様で活

動して楽しい時間をすごします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇林間学習 ５年（7/27～29） 

ハチ高原に行ってきます。２泊３日、貴重

な体験をしてきます。 

〇大阪市児童水泳記録会 ６年（7/29） 

毎年５，６年生の希望者が参加しています。

今年度は林間学習と重なったため６年生だ

けの参加です。 

〇イングリッシュ・ディ ５，６年（8/1） 

大阪市中のＣ－Ｎｅｔと交流し英語に親し

む行事に５，６年生の希望者が参加します。 

〇５校民族デイキャンプ 全学年（8/1） 

近隣校の韓国・朝鮮につながりのある子ど

もたちが集まって交流します。 

 

★これらの行事も、子どもたちの様子を 

「学校ホームページ」でお知らせします 

ので、ご覧ください！ 

※イングリッシュ・デイは制限がありアップできません※ 

 

 

配付チラシ等について～教育委員会事務局より～ 

学校園を通したチラシ等の配付における変更について 

 

 これまで学校を通じて配付していた各諸団体などが実施するイベント案内や広報誌など

については、「子ども向けイベントチラシ専用のページ」が開設され、そこから検索して見

ることができるようになります。学校ホームページ右側、「リンク」の「チラシはこちらか

ら！」から見ることができます。 

 令和７年度は移行期間として、令和８年度から本格実施となります。 

 子どもの安全・安心にかかわるものや、進学に関するもの、高殿地域や高殿 PTAからの

案内、各種申請関係の書類など、大阪市教育委員会事務局や本校で「個別配付が必要」と判

断するものはこれまで通り配付します。 

 

 


